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平成３０年度第１回豊川市空家等対策協議会議事録 

① 日時 

  平成３０年１１月２日（金） 

午前１０時００分～午後１２時００分 

② 会場 

  豊川市役所 議会委員会室（本庁舎３階） 

③ 議事 

１ 開会 

（事務局：建築課課長補佐） 

本日はお忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうござ

います。ただいまより「平成３０年度第１回豊川市空家等対策協議会」

を開催いたします。私は事務局の建築課鈴木でございます。よろしく

お願いいたします。 

まず始めに、定足数の確認についてご報告いたします。本日は委員

定数のうち半数以上の方がご出席されておりますので、豊川市空家

等対策協議会条例第７条第２項の規定により、本協議会は成立する

ことを申し上げます。 

次に、この協議会は「豊川市審議会等見える化ガイドライン」に基
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づいた公開された会議でありますので、傍聴される方もお見えにな

ることをご了承ください。 

傍聴人の皆様には、お配りしております「傍聴にあたっての注意事

項」の内容を遵守し、傍聴していただきますようお願いいたします。 

それでは、資料の確認をしたいと思います。 

【資料確認】 

２ 委員委嘱 

（事務局：建築課課長補佐） 

それでは、次第２の委員委嘱でございます。お席に委嘱状をお配り

しております。この協議会は、後程ご説明いたしますが、昨日の１１

月１日に条例により設置されました。また以前の要綱設置による協

議会の委員任期も８月１日をもって満了しておりますので、本日お

集まりの皆さんに対しまして、委嘱状をお渡しするものです。これを

もちまして委員委嘱という形とさせていただきますのでご了承くだ

さい。 

なお、この協議会は先程申し上げましたとおり原則公開の会議で

すので、会議の内容等をホームページで公開いたします。併せて、委

員名簿も公開となりますのでご了承ください。 
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３ 市長あいさつ 

（事務局：建築課課長補佐） 

それでは、本日の次第に従い、進めさせていただきます。ここで、

山脇市長よりご挨拶申し上げます。 

（市長あいさつ） 

皆様、おはようございます。 

本日は、大変お忙しい中、「平成３０年度第１回豊川市空家等対策

協議会」にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

また、日頃より、市政に対しまして、格別なご理解とご協力をいた

だいておりますことを、改めて御礼申し上げます。 

本市の空き家対策でございますが、本年３月に空家等対策計画を

策定いたしました。計画策定に携わっていただいた委員の皆様には、

様々な貴重なご意見をいただき、空き家対策の道筋を示すことがで

きました。誠にありがとうございました。 

さて、近年は台風の上陸が多く、今年は非常に強い勢力を保ったま

ま、５つの台風が日本列島に上陸をしております。本市におきまして

も、台風による被害が発生しており、空き家の倒壊や損傷等の被害も

多数報告されております。本州まで到達する台風は今後も増加する
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と専門家が指摘をしているところでございます。 

これからの取り組みといたしまして、対策計画に定めました各種

施策を進めてまいりたいと思いますが、特に、問題のある空き家、特

定空家等への対応が大きな課題となってまいります。 

空家法に規定されております特定空家の認定、措置の実施により、

個人の財産に踏み込むことにもなりますので、この協議会もあらた

な役割を担っていただくことになります。 

本協議会ですが、先の９月議会におきまして、条例に基づき設置し、

附属機関として委員構成も見直し、再スタートすることになりまし

た。委員として今回からご参加される方もみえれば、引き続きの方も

おみえになります。本日皆様に委員委嘱という形でお願いさせてい

ただきました。２年間の任期でございますが、よろしくお願いいたし

ます。 

この後、事務局から今後の取り組みなど、本日の議題について説明

させていただきますが、皆様におかれましては、幅広いご見識と忌憚

のないご意見により、活発なご審議をいただきますとともに、今後と

も、本市の空家対策の推進にお力添えをいただきますようお願い申

し上げます。 
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簡単ではございますが、私からのあいさつとさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局：建築課課長補佐） 

ありがとうございました。 

４ 委員紹介 

（事務局：建築課課長補佐） 

続きまして、協議会を構成する委員の皆様より自己紹介をお願い

したいと思います。 

「豊川市空家等対策協議会構成員」名簿の順にお座りいただいて

おりますので、名簿順で駒木委員よりお願いいたします。 

【委員自己紹介】 

（事務局：建築課課長補佐） 

ありがとうございました。引き続き、事務局も自己紹介させていた

だきます。 

【建設部次長から順に事務局自己紹介】 

（事務局：建築課課長補佐） 

 以上で自己紹介を終わります。 

誠に申し訳ありませんが、山脇市長はこのあとも、公務が控えてお
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りますので、ここで退席させていただきます。 

５ 豊川市空家等対策協議会について 

（事務局：建築課課長補佐） 

 それでは、会議次第の５、豊川市空家等対策協議会について、ご説

明いたします。協議会につきましては平成２８年４月に要綱に基づ

く機関として設置し、空家等対策計画の策定を主な目的として運営

をしてまいりました。昨年度末をもちまして計画ができましたので、

今後の協議会におきましては、特定空家等の認定及び特定空家等に

対する措置の方針に関することを所掌事務に加えることにより、措

置方針の具申、また空き家等の所有者に対して不利益な処分となる

方針を決定したり、個人情報を扱うこととなることから協議会を附

属機関とし役割を果たしていくよう、この９月議会で条例化いたし

ました。それでは条例に基づき、本協議会の概要をご説明いたします。

資料１をご覧ください。 

まず、第１条では、本協議会は空家等対策の推進に関する特別措置

法に基づいた法定協議会であることを定義しております。第２条で

は条例で使用する用語は法で使用する用語の例によるものとしてお

ります。通常「空家」の表記は「き」の字が入りますが、法では「き」
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の字の表記がありませんので、条例上の表記はそれに合わせており

ます。第３条の所掌事務として先程申し上げました特定空家等の認

定及び特定空家等に対する措置の方針に関することを規定しており

ます。特定空家の認定は市が行いますが、その前段として認定すべき

かどうかを専門的な見地で審議していただきます。また対策計画に

つきましては、昨年度策定いたしましたが、計画の実施、また今後の

計画の変更につきましても協議事項となっております。次に第４条

では、委員について規定しております。これまでは市議会議員も委員

として参加していただいておりましたが、要綱設置時点での議会と

の協議の中で、任意機関であれば参画するが、附属機関であれば参画

しないとの話でありましたので、条例では委員から除いております。

第５条の任期でございますが、「委員の任期は、２年とし、再任を妨

げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。」としております。皆様の任期でございます

が、条例施行の平成３０年１１月１日から２年としております。次に、

第６条は会長及び副会長の規定でございます。 

第１項では「協議会に会長及び副会長を置く。」とし、第２項では、

「会長は委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指
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名する。」としております。 

第３項及び４項は会長と副会長の職務が規定されております。 

第７条は会議の規定です。 

第１項は、「会議は、会長が招集する。」 

第２項では、「会議は、委員等の半数以上が出席しなければ開くこ

とができない。」 

第３項は、「会議の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。」となっております。 

今回は、第１回目ということでまだ会長が決まっておりませんの

で、開催のご案内は市長名で行っております。 

また、今回過半数のご出席をいただいておりますので、本会議は有

効に成立いたしました。 

第８条では意見の聴取等として、「協議会は、必要があると認める

ときは、委員等以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴く

ことができる。」としております。 

第９条は委任規定でございます。この条例は平成３０年１１月１

日に施行しております。会議次第の５、豊川市空家等対策協議会につ

いての説明は以上でございます。 
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６ 議題 

（１）会長の選任について 

（事務局：建築課課長補佐） 

それでは、次第６の議題に移ります。豊川市空家等対策協議会条例

第６条第３項では協議会の会議の議長は会長が行うこととされてお

りますが、会長が決まっておりませんので、会長が決まるまで引き続

き私が進行させていただきます。 

議題の（１）会長の選任についてでございますが、協議会条例第６

条第２項に委員の互選により定めるとあります。 

会長の選任について、いかが取り計らいましょうか。 

（田中委員） 

大変恐縮ではございますが、これまで会長を務めていただきまし

た「駒木委員」に引き続き会長をお願いしてはいかがでしょうか。 

（事務局：建築課課長補佐） 

ただいま田中委員より、会長を「駒木委員」にお願いするとの発言

がありましたが、そのように取り計らいさせていただくことについ

て、ご異論なければ拍手をお願いいたします。 

【拍手多数】 
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ありがとうございます。拍手多数と認め、駒木委員に会長をお願い

いたします。 

駒木会長、会長席へ移動をお願いいたします。 

【会長席へ移動】 

（事務局：建築課課長補佐） 

それでは、会長に一言ご挨拶をお願いいたしまして、この後の議事

の進行をお願いいたします。 

（駒木会長） 

 ただいま会長にご指名いただきました駒木と申します。前会議か

ら委員の皆様、職員の皆様には大変お世話になりまして、前回は計画

の段階で、今回は実際に事業化し、かなりしっかりつめていくという

ことで先ほど市長もおっしゃいましたが、昨今の災害でニュースな

ど見ておりましても９月の台風で大阪のほうでは繁華街で特定空家

が壊れてという話もありますし、空き家を特定するところで法的な

ところで委員の皆様、職員の皆様、市民の皆様が一緒に計画を事業化

していきたいのでお願いいたします。 

（２）副会長の選任について 

（駒木会長） 
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それでは、議題の（２）副会長を選任いたします。副会長は、条例

第６条第２項に「委員のうちから会長が指名する。」とありますので、

私が指名させていただきます。 

副会長は山口喜代治委員にお願いしたいと思います。いかがでし

ょうか。 

【拍手多数】 

それでは、山口副会長、一言挨拶をお願いいたします。 

（山口副会長） 

 昨年から引き続き参加させていただいておりまして、副会長とい

う役をいただき、非常に肩の荷が重たくなったと感じております。よ

ろしくお願いいたします。 

（駒木会長） 

ありがとうございました。 

（３）豊川市空家等対策協議会運営要領（案）について 

（駒木会長） 

 それでは、議事を進めます。 

議題（３）豊川市空家等対策協議会運営要領（案）について、事務

局から説明をお願いします。 
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（事務局：建築課主幹） 

それでは、議題（３）豊川市空家等対策協議会運営要領案について

ご説明いたします。資料２をご覧ください。 

この議案は、豊川市空家等対策協議会条例第９条におきまして、条

例で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定めるとしておりますので、協議会運営に関し必要な

事項を要領案としてお諮りするものです。 

第２条では、市長の代理出席の規定、第３条では会議の公開を規定

しております。この協議会は「豊川市審議会等見える化ガイドライン」

に基づいた公開された会議であり、これまでも全て公開しておりま

した。しかしながら今後の協議事項といたしまして、特定空家の認定、

措置の方針が加わることにより個人情報を取扱う場合がございます。

その場合は、会議の一部または全部を公開しないこととするもので

ございます。 

第４条から第１０条につきましては傍聴における規定でございま

す。これまで「豊川市空家等対策協議会の傍聴に関する取扱い」にお

いて定めていたものをこの要領で規定するものでございます。第４

条では、傍聴される場合は受付票に記入すること、第５条では会場等
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の都合により人数を制限することがあること、第６条では傍聴でき

ない者、第７条では傍聴人が守らなければならないこと、第８条では

傍聴人は会長の指示に従うこととし、第９条では従わない場合には

退場を命じることがあること、第１０条では、会議の一部を非公開と

した場合には直ちに退場することを規定しております。また第１１

条では委員に対して守秘義務があることを規定しております。 

附則としまして、この要領は承認の日から施行することとし、合わ

せて、「豊川市空家等対策協議会の傍聴に関する取扱い」は廃止する

としております。 

なお、２枚目の別記様式は傍聴受付票となっております。議題（３）

豊川市空家等対策協議会運営要領案についての説明は以上でござい

ます。 

（駒木会長） 

ありがとうございました。それでは、ただいま事務局から議題（３）

豊川市空家等対策協議会運営要領案について説明がありましたが、

ご質問、ご意見などがありましたら、発言をお願いします。 

（井上委員） 

 第７条の(６)「議長の許可を得ないで、写真、映画等を撮影し、又
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は録音等をしないこと。」とありますが、この許可に対してはどうい

った手続きを取ることが想定されますか。 

（事務局：建築課主幹） 

 これについては、事前に申し出ていただくことになっております。

今までの協議会でも例えば広報に掲載するとか、記者の方が傍聴さ

れたケースがありまして、事前に申出があった場合には議長に申し

出ていただいて、許可を得ていただいておりました。 

（井上委員） 

 その手続きに関してのアナウンスというのは、どこかでされてい

るのですか。 

（事務局：建築課主幹） 

 事前に会議が始まる前に事務局側からアナウンスをさせていただ

いて皆さんに了承いただいておりました。 

（井上委員） 

 はい、わかりました。 

（駒木会長） 

他にいかがでしょうか。 

では、私から一つ確認で。第１０条の部分ですが、事前の告知の段
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階でここは非公開とわかるときもあれば、議論の中で急遽非公開と

なるということもあるということでしょうか。 

（事務局：建築課主幹） 

会長のおっしゃるとおり、当初からわかっている場合はそこで傍

聴人にご退席いただきますし、会議の中で緊急にそういう事を求め

られる場合はここでご退席、というケースもあると考えまして書か

せていただきました。 

（駒木会長） 

ありがとうございます。 

他にはいかがでしょうか。 

では、質疑ももうないようですので、お諮りします。議題（３）豊

川市空家等対策協議会運営要領（案）について、承認することにご異

議ありませんか。 

【異議なし】 

ありがとうございます。皆様異議なしとのことですので、議題（３）

豊川市空家等対策協議会運営要領案については、承認することとい

たします。 

それでは、本日より要領に基づいた取扱いとさせていただきます
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ので、附則の施行日は本日からとなります。第１２条の１の日付けが

抜けておりますので、ここは本日の「２日」となり、平成３０年１１

月２日からの施行となります。また第２条の規定に基づきまして、こ

の後の議事は、市長に代わりまして、山本建設部次長に出席していた

だき進めてまいります。よろしくお願いします。 

【建設部次長席移動】 

（駒木会長） 

続きまして、議題（４）これまでの取組状況についてを事務局から

説明をお願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

それでは、議題（４）これまでの取組状況についてご説明させてい

ただきます。まず、苦情相談の対応状況でございますが、資料３－１

をご覧ください。昨年度４月から先月、９月までの相談件数をあげて

おります。受付件数は合計１１９件となっております。 

相談内容による分類をしておりまして、「建築」は建物の破損等に

より危険であるもの等、「防火」は火災の恐れがあるもの等、「環境」

は雑草の繁茂等によるもの等、「衛生」は動物の侵入や害虫の発生等

によるもの等、「防犯」は不審者の侵入等の恐れがあるもの等、それ
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らに当てはまらないものを「その他」としております。相談内容によ

っては複数該当するものもありますので、受付件数と相談内容の件

数とは一致しておりません。 

右の解決件数につきましては、相談に対して対応がされたもの、例

えば、建物の破損等により危険という相談の場合に建物の修繕や解

体が行われた場合や雑草の繁茂という相談の場合に除草が行われれ

ば解決としております。解決件数は４６件であり、受付件数に対して

の解決率は９月末で３８．７％となっております。管理依頼をしても

なかなか解決に至らないケースが多くなっております。次のページ

は今年度４月からの相談内容と処理経過となっております。 

次に解体補助事業の実施状況ですが、資料３－２をご覧ください。

９月末までの老朽空家解体費補助金の受付状況の一覧となっており

ます。この解体費補助事業は、倒壊の危険のある空き家と旧耐震基準

により建設された利活用の見込みが低い空き家を対象としておりま

す。まず補助金の交付申請前に補助対象となるか判定するための申

請をいただいております。こちらはその判定申請受付順に一覧とし

たものでございます。 

はじめに老朽空家解体費補助金受付状況でございますが、こちら
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は旧耐震基準の利活用の見込みの低いものでございます。裏面に集

計しておりますが、受付件数が４９件、交付決定したものが３７件、

解体が終了し実績報告が提出されたものが１３件となっております。 

次に倒壊危険空家解体費補助金受付状況でございます。受付件数

が１０件、交付決定したものが９件、実績報告が提出されたものが６

件となっております。補助額の上限は老朽空家が２０万円、倒壊危険

空家が３０万円と全体工事費に比べれば一部ではありますが、これ

まで使用されていない空き家を何とかしたいと思いながらも踏み出

せなかった所有者の背中を後押しし、当初見込みよりかなり多くの

方が利用されました。９月補正により補助額の増額を行っており、一

定の効果があったと考えております。 

次に空家バンクの実施状況です。資料３－３をご覧ください。１０

月３０日現在のホームページ掲載状況でご説明いたします。まずこ

れまでバンクへの登録は２０件ありました。うち契約が成立したも

のが３件、交渉中のものが２件、登録を抹消したものが３件で、現在

１２件の物件を受付中でございます。登録を抹消したものが３件あ

りますが、そのうち２件は空家バンク制度外で契約が成立したため

登録を抹消したものでございます。 
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現在空家バンクの情報は市公式ホームページの他、建築課窓口で

も紙ベースでの閲覧ができます。また全国版空き家バンクとして、ア

ットホーム及びライフルホームズが公開しております。この全国版

空き家バンクにも１０月１日より公開を行っております。 

以上でございます。 

（駒木会長） 

ありがとうございます。それでは、ただいま事務局から議題（４）

これまでの取組状況について大きく三つ説明がありました。一つ目

は苦情の受付と処理に関して。二つ目は補助金の実施状況について。 

三つ目は空家バンクの状況についてでしたが、ご質問、ご意見、確

認などがありましたら、いかがでしょうか。 

（竹本委員） 

 空き家の解体費補助金のことについて昨年、当初いくらの予算で、

何件の予定で見込んでいて、９月補正をしたとのことですが、いくら

追加をしたのか。予定として、来年いくらくらいの予算でというのが

ありますか？ 

（事務局：建築課主幹） 

まず、当初予算でいくらの何件を見込んでいたのかという話です
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が、老朽空家解体費補助金２０万円の補助金は１５件を見込んでお

りました。そして、倒壊危険空家解体費補助金は５件を見込んでおり

ました。ゴールデンウイーク明けに目標をクリアしてしまいまして、

当初は流用で対応しておりましたが、９月に補正をしております。た

だ、９月補正の金額もすでに消化してしまいまして、更なる上乗せが

必要という状況でございます。来年度としましては、本年度と同じ老

朽空家１５件、倒壊危険空家５件を見込んでおります。今年度は背中

を押した形で一過性ということも鑑みていますが、昨今の状況をみ

るともう少し上乗せしたほうがいいのではないかという話は事務局

内でもしております。今後、財政とのヒアリングが担当者レベルでご

ざいますのでそこで追加要望をしてまいりたいと考えております。 

（駒木会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

では、私のほうから。今の補助金に関してなのですが、実際に補助

金を使われた方は、どのようにしてこの補助金の事を知ったのか、ど

のようにして取壊すのに至ったかというプロセスなんかは補助金の

申請書類の中で、若しくはヒアリングなどはされてますでしょうか。 

（事務局：建築課主幹） 
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プロセスという事でお話させていただきますと、今年度からの新

しい事業になりますので、我々としては広報、ホームページ、その前

段として記者発表をして新聞社にも取りあげていただきまして、市

にこのような解体補助があるという周知をしていただきました。そ

れと、ここに至るまでに実態調査をいたしまして、アンケート調査も

行っております。その中で、老朽空家の解体費補助が欲しいという意

見が非常に多かったので、そういった方々にダイレクトにご案内を

するという策も実施いたしました。それと絶大な効果があった一つ

に、固定資産税の納税通知書に解体補助制度のご案内を同封してお

ります。固定資産税の納税通知書は約７万件ございまして、これはか

なり効果があったと考えております。この納税通知書に入れたチラ

シを見て、制度のことでお問合せ等が多くなったところです。 

（駒木会長） 

ありがとうございます。その辺のプロセスを上手くやっていくと、

まだまだ情報が届いていない方はいるかもしれませんし、まだ迷っ

ている人にどのように後押しするかがポイントかなと思います。ぜ

ひ引き続きよろしくお願いします。 

他は何かありますか。 
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（田中委員） 

空き家に関する相談件数の報告の内容のところで、「管理依頼の通

知をした」という言葉がズラズラと並んでいるわけですが、これは管

理依頼の文書を出して、どのくらい反応があるのでしょうか。出して

いるけど解決していないのがほとんどのようです。何の応答も無い

のか、応答はあるけれど解決しないのでしょうか。 

（事務局：建築課主幹） 

まず、苦情相談をいただくと、初期指導の体制までは整っておりま

して、現場を確認して文書で「改善をお願いします」と促します。そ

して、そこでは竹本委員からもありましたが、シルバー人材センター

さんと協定をしておりますので、シルバー人材センターさんのご案

内、利活用ができそうなものは空家バンクのご案内、解体補助のご案

内等も入れて通知を出しております。ただ、委員のご指摘の通り解決

率は３８．７％になっておりまして、なかなかスムーズに解決には至

っていない状況です。事務局として今後これに向けてどういう事を

やっていかなければいけないのかという話をしておりまして、１回

通知をしてもなかなか解決につながらないということで、マンパワ

ーも空き家では不足している中で、シルバー人材センターさんに追



23 

 

跡調査をお願いしております。追跡調査をしていただきまして、その

成果を年度途中でいただくように考えておりまして、それらの空き

家等について、まだ管理がされていないものは第二の矢、第三の矢を

放つようにして、解決に結び付けていくつもりです。ただその中で、

「お金がない」とか「相続でもめている」とか、いろいろなケースが

ございます。そういったものを今後、危険空家等に認定していくとい

ことが今後の課題でもありますが、法的にも指導していく事を考え

ていかなければいけないという時期に来ています。 

（馬渕委員） 

老朽空家解体費補助金の関係なのですが、交付申請があった日か

ら交付決定までの時間についての質問なのですが、例えば資料３－

２の３８番。９月１０日に交付申請があって、９月１２日に交付決定

が出ているというものもあれば、一方で１２番のように６月１１日

に交付申請があって８月１６日に交付決定というものもある。どう

いう基準で処理しているというのがこちらからはわからないのでそ

の点について教えてください。 

（事務局：建築課専門員） 

説明させていただきます。ほとんどは交付申請をいただいてから
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約１週間程度で内部決裁等を取ることができます。先ほど委員から

ご質問をいただきました１２番の交付申請から交付決定までおよそ

２ヶ月かかっていることにつきましては、当初いただいた交付申請

に書類の不備等がございまして、書類の修正のやりとりに時間がか

かりこのようになりました。予定工期が８月中旬以降という事であ

ったため時間はかかりましたが、手続上の問題はありませんでした。 

続きまして３８番の申請から２日で交付決定となった件について

ですが、実は以前から解体工事をしたいという相談をいただいてお

り、交付申請書類の提出があった時点で工期が差し迫っていたため

に急いで書類審査を行い対応させていただいたものです。 

（駒木会長） 

よろしいでしょうか。 

（井上委員） 

苦情内容の項目を見させていただきますと、空き家本体が苦情の

対象というよりは、空き家の外周であるブロック塀、草木、樹木とい

うものが内容として多く見られるのですが、先ほどの解体補助の中

で解体を進めていく中で、次に建て替えをして暮らしていっていた

だけるなら敷地の管理をしていっていただけるのですが、空き家を
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解体後空き地化したときに空き地に対しての苦情が止むのかという

ところも考えていかなくてはいかないのかなと思いますので、今後

アイデア等あるのなら教えて頂きたいですし、ないのならここで話

合うのかなと。 

（事務局：建築課主幹） 

ご指摘の通り、解体後のフォローも必要なのかなと思っておりま

す。その後どのように利活用していくのかということも見届けなけ

ればいけないとは思っていますが、このようにやっていきましょう

というところまでは至っておりません。今後どのようにやっていけ

ばいいかということは具体的にしなければいけないところです。 

（駒木会長） 

他いかがでしょうか。 

私からもう１点。資料３－２で、所有者のご住所が市内の方もしく

は近辺の方もいれば、結構遠方の方もいらっしゃるのですが、市内の

方が多いのか、市外在住の方が多いのか、感覚で結構ですので教えて

いただけますか。 

（事務局：建築課主幹） 

感覚でお話させていただくと、圧倒的に市内にお住まいの所有者
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さんが多い状況になっております。遠方の方もいらっしゃいますが、

比率としては市外、県外の方は１、２割程度となりますので圧倒的に

市内の方が多いということが実態調査等でもわかっているところで

す。解体補助制度を利用される方は遠方の方も利用されております。

東京の方はかなり前から倒壊危険家屋になっておりまして、ここに

至るまでには結構な交渉がございましてそれで解体に結びついたと

いう事例です。 

（駒木会長） 

ありがとうございます。 

どうやってそういう方に情報を伝えるかということで、市内であ

れば広報で伝わりますし、市外の方は納税通知書とがありますし、う

まく広報媒体を使いわけていければいいなと思います。 

他にいかがでしょうか。 

（上野委員） 

私の両親の家がいずれ老朽空家になってしまうかもしれないとい

うことで木造住宅の解体補助の手続きをしたのですが、そのことで。

工期が迫っていて早目早目でお願いしたのですが、１ヵ月ごとの締

めがあるということで、７月の終わりに出したものがやっと９月に
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決定というタイムラグがあるということ。出すタイミングが悪いと

ずれてしまうことがあるということ。それでＧＯが出ても、解体前・

解体中・解体後の写真を撮って、マニフェストＡ表を全部コピーして

出してくださいと。書類が多いです。例えば遠方の方ですと工事業者

の人にきちんと撮ってもらって頼んで作ってもらうとか、そういう

こともできたらなと。当然補助金を出すとしたら当たり前なのかも

しれないですけど実際それをしていくのは結構大変かもと。高齢者

の方がやるとなるとそれだけで申請をやめてしまうかもという印象

を受けました。窓口の方は親切に教えてくれましたけど、実際デジカ

メで撮って、エクセルに貼り付けて、プリントアウトする。なかなか

できない人には辛いハードルなのかなと感じました。 

（駒木会長） 

そういった手続きの面で市民の方からご意見とかをいただいたこ

とは。 

（事務局：建築課主幹） 

上野委員のように自分でされる方、業者に全てお任せされる方、い

ろいろです。遠方の方は自分でやるのは不可能なので業者にお願い

をして業者が窓口で、というケースもあります。ただ、倒壊危険家屋
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等は国庫の補助金等もいただいてまいります。そうした中で書類は

きちっと整理していかなくてはいけないので、ハードルは高いかも

しれませんがそういうことはお願いしなければならないためご理解

いただければと思います。 

（駒木会長） 

手続きとしては決まっているのでそれを上手くサポートするよう

な情報ですよね。自分で出来なければこういう情報もありますよと。

例えばですが、シルバーの方にお願いすればこういうことも出来る

というような、いろんなやり方があるよという情報も挙げるといい

のかなと思いました。 

（井上委員） 

今のお話ですけど、解体業者さんに対しては市内で解体するもの

ですので市内の指定業者さんですとか、そういう規定はありますか。 

（事務局：建築課主幹） 

資格があれば、市内に限らず市外の方でも大丈夫です。そういう形

で最終的に分別した物のマニフェストをつけていただきますのでそ

ういったものが出せる業者さんであれば対応が可能という事です。 

（井上委員） 
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条例化された時も今後市内の指定業者さんでしていくという形は

考えてはいないですか。 

（事務局：建築課主幹） 

 市内の指定業者だけが対応できるという考えはありません。解体

業者がわからないという方にはこういった業者がありますよという

一覧表は作っており、業者の決定権は空き家の所有者の方というこ

とです。 

（田中委員） 

 補助金の話ですが、最終的な実績報告というのは実際に解体をし

てから報告書を提出するまでは期限がある、それともないですか。 

（事務局：建築課専門員） 

要綱上では解体工事完了後３０日以内ということとしております。 

実績報告に領収書の写しを添付ということになっておりますので、

お金の支払いが契約の仕方によっては遅れてしまうというご意見を

申請者の方からいただいておりまして、そのような場合には理由を

お聞きして随時対応させていただいております。 

（田中委員） 

６月に交付決定が出ていて、未だに報告がないとかというのが結
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構ある。交付決定が出た後に、この方たちは取り壊しをおこなってい

ないということですか。 

（事務局：建築課専門員） 

６月の分なのですが、こちらは１０月中に取り壊しをしますとい

うご連絡をいただいております。 

（田中委員） 

交付申請が出た後に、何ヶ月も後の取り壊しに交付決定を出すの

かということですよね。急いでやりたい方、７月の終わりに申請して

８月中に取壊したいのにという間に合わないような話になってしま

うので、その辺は受け付け順に順次交付決定を出すのがいいのか、取

り壊し時期が１年後ですけど交付決定を出すというのはちょっと。 

（事務局：建築課専門員） 

要綱の見直し等、対応させていただきたいと思います。 

（駒木会長） 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

それでは、質疑等もうないようですので、議題（４）これまでの取

組状況については以上といたします。 

続きまして、議題（５）今後の取組予定について事務局から説明を
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お願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

それでは、議題（５）今後の取組予定についてご説明させていただ

きます。資料４－１をご覧ください。今後の実施予定事業についてで

す。こちらは空家等対策計画に記載しました３つの取組方針による

具体的施策及びそれを実現するために想定される手法を一覧として

あげております。これらは平成３０年度から５年間に行うこととし

ており、一度に全ての施策を行うことは不可能ですから、優先順位を

つけて実践していきたいと考えております。そこでまず、今年度実施

の事業として、想定される手法番号１番、３番、６番、１３番に関連

するものとして空き家セミナー・相談会の開催を予定しております。

資料４－２をご覧ください。事業概要の案を示しております。開催の

目的としまして、空き家の予防、適正管理、利活用及び除却等に関す

る有効な情報を提供するため、空き家所有者等市民を対象としたセ

ミナー・相談会を開催するものでございます。会場はプリオビル５階

にございます、やねのにっぽうホール豊川で平成３１年２月１６日

の土曜日に１０時３０分から１３時までを予定しております。セミ

ナーの内容でございますが、２部構成となっております。 
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第１部を講演会といたしまして、１０時３０分から１５分程度建

築課空き家担当により、「豊川市の空き家の現状と取組について」お

話をし、その後国土交通省中部地方整備局の方を講師に「空き家対策

に係る制度と空き家対策の事例」など市民向けの講演を４５分程お

願いしております。 

第２部では個別相談会とし、事前予約により８組の申込みを受け

付け、各組４０分程度個別相談を受ける予定としております。この協

議会にご参加いただいている専門家の皆さんに相談員をお願いした

いと考えております。 

次に取り組むものとして、資料４－１に戻っていただきまして、想

定される手法の２０番、固定資産税の減免に関する優遇措置の検討、

２１番の緊急安全措置等を講じるための条例の検討を考えておりま

す。固定資産税の減免に関する優遇措置につきましては、所有者アン

ケートの中で、「解体すると固定資産税が高くなるので解体できない」

という回答が多かったこと、また商工会議所の不動産部会等からの

要望もあり、空き家の解体除却を行った所有者等に対して、一定期間

固定資産税の減免措置を継続するなど税の優遇措置等を検討してま

いります。 
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資料４－３をご覧ください。こちらは国土交通省が取りまとめた

資料ですが、４つの自治体において取り組まれている事業内容があ

げられております。これら先進事例を参考に検討していきたいと考

えております。緊急安全措置等を講じるための条例の検討では、空き

家の老朽化により、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危

険な状態が切迫していると認められる場合にその危険な状態を回避

するために市において必要最小限の措置ができるよう条例を制定し

ていきたいと考えております。空き家は所有者の財産でありますの

で、むやみに市が手出しすることができません。苦情相談があっても

所有者に対し、改善を指導しているのが現状です。しかしながら苦情

相談の申し出者の多くから、「市で何とかできないのか」という声が

あります。また空家特措法においても、特定空家と認定後に指導、勧

告、命令を行っても改善されない場合に行政代執行ができるとされ

ており、それまでは所有者に改善を促すことしかできません。代執行

までは相当な期間を要することになりますので、危険な状態が切迫

していると認められる場合において、それを回避するために市が必

要最小限度の措置できるよう条例化するものです。緊急安全措置に

つきましては多くの自治体で条例に規定しておりますが、参考事例
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として裏面に稲沢市の条例を資料としてあげております。こちらを

ベースに条例化を図っていきたいと考えております。以上が今後の

取り組み予定として考えているものでございます。委員の皆様から

優先的に取り組むべき施策についてご意見いただければと思います。

説明につきましては以上でございます。 

（駒木会長） 

それでは、ただいま事務局から議題（５）今後の取組予定について

説明がありました。特に、前回の会議では計画を立てておりましたけ

ど、今回はそれに基づいて事業を行っていくということで、委員の皆

様にはそれぞれの立場やご経験がおありになると思いますので、ぜ

ひアイデアですとかご意見などいただけたらと思います。 

（山本委員） 

固定資産税の減免についてお聞きしたいのですが、壊して保持し

たときに減免が受けられるということで、途中で売却した場合は減

免について引き継がれないという認識で基本的にはよろしいですか。 

（事務局：建築課主幹） 

今のご質問は解体した後に売買をされて、その後も期間内であれ

ば減免を受けられるかどうかという事ですね。まだ、参考事案を示し
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た段階に留まっております。そういった事案は今後検討すべきだと

思いますので、承継されるかどうかを含めて検討して参りたいと思

っております。優先順位として挙げますが今後、私どもだけではなく

市の資産税課と協議することが重要となってまいりますので、その

辺りを減免措置にするのか、補助金で工面するのかということころ

も含めて考えて行きたいと思っております。 

（駒木会長） 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

（馬渕委員）  

 必要最小限の措置を危険性がある場合、講じることが出来る条例

について伺いたいのですが、まず第一点として緊急安全措置を講じ

ないといけないような緊急性の高い相談が実際に豊川市でそれなり

に多数行われているのかというところが一点と、稲沢市さんの事例

なのでわからないかもしれませんが、実際稲沢市さんで平成２９年

４月１日から施行されて以降実施されたことがあるのか。実施され

た場合、費用等はどのように処理していくかということがわかれば

教えていただければと。 

（事務局：建築課主幹） 
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前段のお話をさせていただきますと、緊急安全措置、実はございま

した。例えば門前町の倒壊寸前の建物で、台風が間近に迫っていると

いう事案でした。相続人間でもめていて、すぐには手が出せない。本

来ならば代表者の方にやっていただくところですが、なかなか進ま

ない。台風が差し迫っていて、すぐやらなければいけないというとこ

ろは手を差し伸べて、代金は後ほどその方々に支払いをしていただ

く、ということが必要になってくるかなと考えているところで、これ

はぜひやっていきたいと考えております。 

 稲沢のほうはどうですか。 

（事務局：建築課課長補佐） 

 はい、稲沢市についての現状のご質問ですが、正直なところ稲沢市

で実際のどうなのかというところまでは確認はしておりません。今

後、稲沢市にいろいろ話を聞いていくという段階です。費用の徴収に

つきましては稲沢市では「できる規定」ということで対応しておりま

す。私どもも必ず費用が徴収できるとは考え辛いというところはご

ざいまして、費用を徴収できるような状況ならば徴収してゆくとい

う、今のところその程度の状況です。今後いろいろ先進事例について

は調査をしていきたいと思っております。 
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（駒木会長） 

 他はいかがでしょうか。 

（井上委員） 

 今後の優先順位ということですが、まず大前提といたしまして空

き家という条例ですとか、空き家というものを扱うにあたって、空き

家の定義といいますか、「家」という字がつくがために、どうしても

家に集中してしまいますし、優先順位の項目の中には防犯ですとか

子どもたちの安全を守るという意味も含まれている中で、家だけに

留まらずに豊川市を見渡しても倉庫ですとか空き工場なども見られ

るようになっていますし、ガラスが割れていつでも入れるような状

態になっている建物というのは家に留まらないのかなと。条例でな

かなか扱っていくのは難しいのかもしれないですけど、調査対象で

すとか把握という事に関してはそういうことも含めて把握できる方

向で進めていただけたらいいなというのが一つ。借家等も、事業用な

のか個人のものなのかという微妙なラインのものもあると思うので、

調査の把握の中で我々も協力できることがあれば協力したいと思い

ますし、把握していくなかで空き家の分類、選別が必要かなと。あと

もう一つ、歴史的に重要なものがあったり潜んでいたりというのが
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あって、我々建築士会でもヘリテージという作業をやっておりまし

て、実は持ち主は知らないけど歴史的なものが建物に対して隠れて

いるというものもあるかと思います。そういったものも今後教育委

員会さんですとかと連携してできればと思います。 

（駒木会長） 

ありがとうございます。 

（事務局：建築課主幹） 

現状を少しお話させていただきますと倉庫、店舗、工場等も実態把

握も大事だと感じております。ただ、空き家というのは我々だけでは

なくて、市の中で庁内連絡会議というのを設置しております。例えば、

空き店舗の関係は商工観光課が担当しておりまして、空き店舗バン

クもございます。空き工場の関係は企業立地が担当しております。そ

ういったところとの連携も含めまして我々が総合的に判断できるよ

うな形が取れればなと今のご意見の中で感じたところです。 

（駒木会長） 

ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

（上野委員） 

はい、資料４－１の番号２番、「空家等予備軍に対する意識啓発」
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の中でひとり暮らしの高齢者などに対し、窓口面談、文書送付などに

より啓発を行いますということですが、一人暮らしの高齢者の方で、

若干の認知症などで判断力の低下などがあるときに、こういった話

を持ってこられても戸惑うばかりではないかな、ということと、「役

場の方からきました」という詐欺の人かなとも思われないか、という

こともあるので、そのへんのフォローはどのようにということと、介

護事業者とか福祉事業者の人の視点から、今一人暮らしで、こういう

状況で、多分この家はこういうふうになっていくよ、という情報をい

ただけたらいいなと思いました。 

（事務局：建築課主幹） 

ありがとうございます。先ほど申し上げた庁内連絡会議に介護高

齢課が入っております。逆に我々も地域包括という中で住まいの分

野で介護の中に参画させていただいて情報交換がやっと始まったと

ころです。そういったネットワークも利用して今のご指摘のあった

ところも対応していければなと思いました。 

（駒木会長） 

特に民生委員さんとか社協さんとかはよくそういうことをご存知

だと思うので、その方々と上手く情報共有できればなと思います。 
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他はいかがでしょうか。 

では、私から。資料４－１はこれからの事業についてなのですが、

一方でこれまでの事業と上手く繋げていけられたらなと。例えば先

ほどあった解体補助のところで、解体補助をやった方の声をここに

盛り込むとか。どういうふうにやるのか、一年ごとにアンケートなど

でその後どうですかというフォローアップ。そこまで行政がやるの

かは難しいかと思いますが、実際にやった人がこういう「得」という

か、そういうものを見せていくといいのかなと。除去でも利活用の促

進でもプラスが感じられないと行動に移りにくい。今までの事業の

結果とこれからの事業をそういう形で繋げていったらどうかと思い

ました。 

（事務局：建築課主幹） 

それはすごく大切だと思います。今後やらなければならないのが

事業の検証です。計画書の中に位置づけをいたしましたが、いかに進

捗管理ができているかということで、多くの部署にご協力いただい

ておりますのでそういった意味でも進捗管理を行っていきたいと思

っております。 

（駒木会長） 
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あとは、もっと大きな視点で見れば除去した後に空き地になった

からいいのかというわけでもないので、それも含めて考えていくと、

それを事業にするかどうかは別として考えとしてあるといいかなと

思います。 

他はいかがでしょうか。 

（井上委員） 

利活用の部分で私の経験で思った事がありまして、解体補助とい

うのが家一軒まるごと壊す場合になるわけですが、利活用の場でも

事業用途とするにはリノベーションするのに解体資材がたくさん出

て、処分しなければならないものがたくさん出る中で、お金を出すの

は難しいと思うのですが、例えば畳の処分では市だと枚数制限があ

ったりですとか、いろいろ処分するにあたって費用が掛かる。例えば

車の無料貸し出しですとかそういったものは市の処理施設で産廃と

してではなく、受け入れるものは制限を設けず受け入れるとか、少し

緩めるだけで活性化するものもあるのかなと。特に空き家の物を片

付けたいとなると、結構大量の物が出てくる場合が多いので、そうい

ったものは所有者の方が市内在住の方でなくても、出所が明確であ

れば市で処分できるとかあれば、空き家の中を片付けることが進む
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のかなと、経験の中で思いました。 

（事務局：建築課主幹） 

 今のお話の中で感じたことは、清掃事業課等で車の貸し出し等や

っております。それが空き家ということで拡大できないかという事

を協議させていただきたいと思いました。 

（駒木会長） 

 ありがとうございました。他はいかがでしょうか。 

（上野委員） 

 利活用の話ですけど、以前の会議で私や山口さんが言っていた提

案型の空き家の利活用 資料４－２ １４・１５・１７・１８のシェ

アハウスだったり、福祉のことに利用したりというところを盛り込

んでいただいてありがとうございました。それが言いたくて。 

（事務局：建築課主幹） 

 ここに掲げたものは、５年以内に何らかの検討をしてゆくものも

含めて挙げておりますので、繰り返しにはなりますが、優先順位をつ

けた中で対応して参りたいと考えております。皆様の総意の中で、

「これが１番だ」というものがあればそのように持っていかなけれ

ばいけないという気はしております。 
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（山口洋委員） 

利活用のことで、障害者の交流の場としても使って行きたいとい

う方もいまして、空家バンクに今２０件の登録があるわけですが、そ

れだけでは。他にも空き家はあるのに、みなさんもう少し登録してく

れないかな、という声があります。物件をたくさん見たいということ

を言われまして、どうしたら空家バンクにもっと登録してもらえる

のかということを考えました。空家バンクに登録して賃貸とか売却

で交渉が成立したら豊川市のふるさと納税の返戻品の一部を商品と

して差し上げてみたら。「豊川市というのは他市にない方策で制度を

進めている」という話題性もあり、検討してみてはと思います。所有

者へのアンケート調査で５８８件の方が回答されて、そのうちの３

０％、１８０件の方が「賃貸・売却をしたい」と回答をされていて、

その気持ちがあるのなら、本来もっと多くの方の登録があってもい

いのかなと。それには何か登録が進むような策があればと思ってい

ます。 

（事務局：建築課主幹） 

今のことについてコメントさせていただきますと、空家バンクの

登録に向けてはアンケート調査の中で空家バンクができたら登録す
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る、興味がある、わからないという方を対象に個別に登録の依頼をか

けてまいりました。スタートダッシュは良かったものの、ここにきて

登録件数が少なくなっているという状況がございます。全国的に見

て、空家バンクが衰退していく理由の一つの中に、登録件数が少ない

と形骸化してしまうというのがあります。では、空家バンクをどのよ

うにするかという事を考えていかないといけなくて、山口委員から

のご指摘の通り、バンク自体を魅力のあるものにしなければいけな

いと考えております。バンクに登録することのメリット等も含めて、

空家バンクに登録するとこんなメリットがありますということも考

えていかないといけないという事務局内の考えもあります。まだお

示しするものはありませんが、考える時期に来たと思います。 

（井上委員） 

今のご意見について、空家バンクでよく聞かれるのが不動産サイ

トと空家バンク何が違うのかという話を聞きます。奥三河の空き家、

家屋の流通を見ていると、不動産とのサイトの違いというのは貸主

さんが貸し先を選びたいというのがあります。皆さん誰でもいいか

ら借りて欲しい、お渡ししたいということではなくて、買主、借り主

さんがどういう人か、というのが不動産流通とは違うなという感じ
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がします。自分の先祖代々のものを引き継いでいくのに、この方なら

お任せしていいという気持ちの部分が非常に大きい。空き家を流通

させるのが一つかもしれないが、使う目的が明確であったり、人の情

報を外に公開して、こういう目的で使いたい方がいるので、どなたか

提供してくれる方いませんかというような逆のバンクというのも検

討していただくと。以前に雑談レベルでお話させていただいたかも

しれませんが、今まで出さない方が空き家として提供してくるとい

う事も起こりうるのではないのかなと。特に困っている奥地の方の

様子なんかを見ているとそういうふうに感じることもありますので、

反対の情報の流通も検討していただきたいと思います。 

（事務局：建築課主幹） 

ありがとうございます。検討して参りたいと思います。 

（駒木会長） 

いわゆる、顔の見える流通ということかなと思います。 

（馬渕委員） 

計画策定段階に関わっていないものですからお伺いしたいことが

ございまして、流通促進とか除却とかそういう部分全体に関わって

くることかなと思うのですが、流通を促進させる、除却をするという
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いろいろな方策はあると思うのですが、いろいろ調べてみた結果相

続人とかが一切見つからなかったとか、その方々の関係がわからな

くて所有者が不在となってしまった場合、市が何とかして緊急措置

をするしかない、除却するしかない、処分できないから流通させるこ

ともできない、ということにならないようにする対策みたいなもの

はここでは見受けられない。愛知県弁護士会の東三河支部で空き家

対策委員会というものがありまして、豊橋市さんは市町村申立があ

って、不在者財産管理人、相続財産管理人を選任して、管理人が処分

をするという。ある程度処分の見通しが立つような物件に限られる

のかもしれませんが、そこで除却をする売却をするということで益

金を上げて戻すということもございますので、もし市が積極的に関

わるのが生命・身体に対する安全措置以外に流通にも積極的に関わ

るために不在者財産管理人や相続財産管理人を選任するということ

も考えられてもいいのかなと思いました。 

（事務局：建築課課長補佐） 

 計画書には特に明示はしておりませんが、近隣の豊橋市を始め財

産管理人の選任等進めているところのお話は伺っておりまして、私

どもも所有者がわからない案件についてはこのような対応を検討し
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ていかなければならないという認識はございます。また、今回馬渕弁

護士にも加わっていただいておりますのでその辺りをご相談させて

いただくことが今後あると思いますのでよろしくお願いいたします。 

（駒木会長） 

他いかがでしょうか。いろいろご意見ありがとうございました。 

また引き続き、よろしくお願いします。それでは議題（５）今後の

取組予定については以上といたします。 

続きまして、議題（６）特定空家の認定等について事務局から説明

をお願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

それでは、議題（６）特定空家の認定等についてご説明させていた

だきます。これまで協議会におきまして、特定空家の認定等に関する

基本的な考え方をお示しさせていただきました。初期指導を徹底し

て、所有者自らに対応をしていただくよう根気よく継続して指導し

ていくという考え方でございます。そして再三の指導にもかかわら

ず何ら改善されない場合に、法に基づく措置に移行していくという

もので、その流れは対策計画にもお示ししております。今回は特定空

家等の認定基準についての考え方をお示しいたします。資料５をご
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覧ください。まずこちらは、国のガイドラインの概要でございます。 

第１章から第３章までは、法に規定されている措置の流れの概要

でございます。第２章に「特定空家等に関する措置」を講ずるか否か

については、（１）の「特定空家等」の判断の参考となる基準を参考

に、（２）で周辺の建築物や通行人等に悪影響をもたらすおそれがあ

るか否か、（３）で悪影響の程度と危険等の切迫性について示す事項

を勘案して、総合的に判断するとされております。（１）「特定空家等」

の判断の参考となる基準は、裏面のガイドライン[別紙１]～[別紙

４]として４つの状態を参考として例示しております。この４つの状

態についてどのように判定していくかを今後基準として定めていく

必要がございます。 

次に１枚おめくりいただいて、「５－３特定空家等の認定基準」を

ご覧ください。こちらは兵庫県西脇市の空家等対策計画の抜粋でご

ざいます。まず、ガイドライン[別紙１]のそのまま放置すれば倒壊等

著しく保安上危険となるおそれのある状態であることの判定として、

こちらの老朽度判定表に基づき判定しております。これは国が不良

住宅とする「外観目視による住宅の不良度判定の手引き（案）」にあ

る表で、本市でも本年４月より開始しました老朽空家等解体費補助
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金において補助対象住宅であるかどうかの判定において活用してお

ります。こちらの判定で１００点以上の空き家について、周辺への影

響度の判定として、通行人や隣地に被害を及ぼす可能性を総合的に

判断し、３つのランクに分け、影響度が高いものを C ランク特定空

家候補とするとしております。 

次に、ガイドライン別紙２から別紙４のそのまま放置すれば著し

く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環

境の保全を図るために放置することが不適切である状態であること

の判定につきましては、裏面の衛生、景観、その他生活環境保全に係

る判定表に基づき３段階の判定をし、Ｃランクが１つでもあるもの

は特定空家候補としております。西脇市ではこの２つの表のいずれ

かが該当すれば特定空家候補としております。例えば建物の状態が

良くても生活環境を著しく阻害していれば特定空家候補となります。

しかし本市では、空家等対策計画におきまして建物の状態が一定点

数以上を対象とし、建物の状態だけでなく、周辺への影響等を勘案し

総合的に判断するとしております。老朽度判定表で１００点以上の

案件に対し、衛生、景観、その他生活環境保全に係る判定表について
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３段階に評価し特定空家候補として、これらの資料をお示しし、協議

会において特定空家認定に関しご意見をいただければと考えており

ます。 

今後の流れとしまして、平成３１年２月に開催を予定している協

議会において、判定基準表などの案を提示し、判定方法を確定し、平

成３１年度初回の協議会から特定空家の認定の審議を始める予定と

しております。 

 次にあります資料は、現在抱えております案件の中から特定空家

となりうると考えられる案件を参考としてあげております。 

まず、参考事案①でございますが、東部中学校区にあります空き家

で高齢の女性が所有しているものでございます。平成２７年度から

相談がありますが、資力がないため何ら改善がされておりません。特

定空家認定における４つの状態についても該当すると考えられ、周

辺への影響もあると考えられます。 

次に参考事案②は、御津中学校区にあります空き家でございます。

平成２９年度に建物の傾斜により危険という相談を受けております。

こちらも特定空家認定における４つの状態についても該当すると考

えられ、周辺への影響もあると考えられます。こちらは所有者が平成
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１８年に孤独死しており、住民票も消除されているため、相続人がつ

かめない状況でございます。 

次に参考事案③は、小坂井中学校区にあります空き家で、平成２９

年に樹木の枝の越境等による相談を受けております。こちらは市内

在住の相続人を特定でき、改善の指導をしておりますが、他に相続人

が２０名ほどおり、相続人間での揉め事で改善がされておりません。

こちらも特定空家認定における４つの状態についても該当すると考

えられ、周辺への影響もあると考えられます。今後このような案件に

ついてご意見いただくことになることから、３例ですがご紹介させ

ていただきました。 

以上でございます。 

（駒木会長） 

それでは、ただいま事務局から（６）特定空家の認定等について説

明がありましたが、ご質問、ご意見などがありましたら、発言をお願

いします。 

（井上委員）  

目視調査等、立ち入り調査等、我々建築士中心の業務になると思う

のですが、各市町村のやり方様々で、いろいろな事例を見ながら豊川
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市モデルを作っていく中で我々の実態をお伝えしますと、建築士の

数が減っている状況があるのと、空き家同様高齢化が進んでいると

いう所がありまして、調査に対する人員の確保というところですね。

目視調査ですと件数が増えていますから、そういった中で調査の資

格基準というか、どういった方を調査員としてやっていくのかを話

し合いされているようなら教えていただけたら。 

（事務局：建築課主幹） 

目視調査につきましては現状のお話をさせていただきますと解体

補助につきましては職員がやっております。ただ、今後は特定空家等

の法的措置をしなければなりません。その中で老朽度判定が資格の

無い職員で良いのかという議論が出てくると思います。専門の建築

士さんに依頼する等も必要になってくると想定をしておりますが、

今後、ご協議の中でどのように対応するかという事を決めて行きた

いと思っております。 

（上野委員） 

 この写真はすごく分かり易いと思います。危険だなと。私たちがこ

の空き家について意見を述べることがあるとしたら、その家だけで

はなく、その家の周囲の環境とか、道路の状況とかが分かっていない



53 

 

と、その建物だけを見ても判断しにくいかなと。街中だと入り組んだ

中に一軒だけそういう家があって、すごく老朽化しているけどとり

あえずこれが壊れても結局緊急車両は通れないままだからこのまま

でもいいのかなと思ったり。一方で、壊れそうだけど両隣に支えられ

て建っているみたいな建物が大通りにあったりして。周りの環境も

写真やビデオで見せていただくとわかりやすいかなと。 

（事務局：建築課主幹） 

 今回はイメージという形で出させていただきました。ただ今の上

野議員のご指摘の通り、今後は衛生ですとか環境とか周辺のことも

審議していかなくてはならないのでもっと分かり易い資料を提供す

る中でご判断をしていくようになりますので、そのように対応させ

ていただきます。 

（駒木会長） 

 ありがとうございました。他はいかがでしょうか。 

（山本委員） 

 今の意見に加えていただきたいのは当該の空き家が街中の密集地

にあるのかということも重要ですし、これが通学路にあるという場

合は毎日危険にさらされるということを考えてしまう。災害時の避
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難経路に指定されている場合とかもそれを書いていただけると同じ

特定空家の中でも緊急度の判断に必要になると思います。あとは前

面道路の幅ですね。倒れたときに逃げるスペースがあるのかという

ところも組み込んでいただけると子育てしてゆく上で重要になりま

すので、調査・対象に入れていただければと思います。 

（事務局：建築課主幹） 

貴重なご意見をいただきました。通学路、避難路、前面道路幅員、

避難場所というが付近にあるかも含めてご提示できればと実感いた

しました。 

（駒木会長） 

 ちなみに、こういった特定空家に関して建物のハード事態はガイ

ドラインがありますけど、委員のみなさんから挙がった小学校があ

るかどうかとか、通学路、緊急避難に関して周辺環境に関するガイド

ラインというか、国からの案ですとか、たたき台というのはあったり

するのでしょうか。もしくは、他市町村はどのようにされているのか

ちょっと気になりますね。調べてもらおうかなと思うのですが。 

（事務局：建築課課長補佐） 

 会長が言われた件ですが、周辺環境の悪影響についてどういうよ
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うなものがあるよというガイドラインについては、特に国からは提

示されていないかと思います。先進的に特定空家の措置をしている

自治体においては、山本委員が言われた通学路を周辺の悪影響を判

断する上で非常に参考にしていると思います。通学路なので影響度

が高いと判断されているところが多く見受けられますので、特にガ

イドラインとしては無いのですが、本市の中で必要な情報というの

を整理して判定につなげていきたいなと考えております。 

（駒木会長） 

 多分、他市町村、自治体さんもそういうことを考えていると思いま

すし、豊川市は豊川市の実態に合わせたような。私は都市計画審議会

にも出ているのですが、そちらでは地区を決めてブロック塀の撤去

事業、改修事業をやっているとありましたし、他の取組と組み合わせ

て考えてみる、とかもあると思います。 

他はいかがでしょうか。 

（馬渕委員） 

今まで出された意見に付随して、あくまでも建物以外の部分、周辺

環境、通学路、道路の幅員ということが単純に法律家として考えたと

きに、影響しないとは思わないですけど、法律で認められている特定
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空家というのは建物を対象にして認定するかどうかの問題であるの

で、私は建物自体の専門家ではないので、建物の専門家の皆様がどの

ように倒壊の危険、保安上の危険を判断されるのかは正確にはわか

らないですが、特定空家として認定する基準と、特定空家を将来指導、

勧告をして従わない場合には命令をして更に従わない場合は除却と

いう、ステップを踏む段階ですばやく行うための緊急性があるかど

うかという判断の基準とは分けて考えるところはあるのかなと思っ

ています。特定空家として認定することイコール全て除却につなが

るわけではないので、特定空家を認定するという意味での基準は、法

律家の意見としてはあくまで特定空家として。ただ、それを進めるに

あたって通学路の近く、著しく危険性が高いものはすばやく除却ま

で進める手続きを踏むという、それはそういう考え方でもいいのか

なと今思いました。 

（事務局：建築課主幹） 

貴重なご意見です。先進事案等を確認する中で判定基準としてこ

れがふさわしいかどうかも含めて検討していただければと感じまし

た。 

（駒木会長） 
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確かに、今おっしゃったように特定空家だけど、周辺に何もないと

いうことでしたら、除却に関しては早急に、という感じはあると思う

ので、指導、勧告のステップの中での判断基準では重要かなと思いま

したのでお願いします。 

（井上委員） 

その件について家屋調査、建物専門という意味で言いますと、今お

話で上がっている特定空家というのは多分一世代前の話で、壊さな

ければいけない、この写真にあるような状況を想定されて出来てい

るのかなというところがあるのですが、本来備えていかないといけ

ないのは団塊世代の方たちがいなくなっていく中で、我々も老朽化

して使えない、とは言えない空き家がたくさん出てくる。本当は活用

できる空き家が増えてくるという。豊川市は人口が微増ですので、顕

著に現れないかもしれないですけど、建物が使えるのに環境に影響

を及ぼしていくという。そうなると敷地の部分の影響はすごく大き

くなっていくと思います。今言われたように家屋中心だけではなく、

その別の判断基準として環境のほうももうちょっと重要視して今か

ら備えておくというのが、今現在の扱いがちょっと軽いかなと感じ

ます。豊川市さんの中で環境基準というのを重要視していただける
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といいかなと。もっと先の将来になりますけど長い目で見るとそう

いった部分もあるといいのかなと。 

不法侵入とか、立ち入っていいのかいけないのかということも、弁

護士の先生もおられるので立ち入っていいという状況にしていただ

ければ民地内で管理していくということも発生してくるのかなと思

いますし。そういった環境の整備というのは重要視していただきた

いという意見はございます。 

（事務局：建築課主幹） 

環境整備もすごく大事だと感じました。立入の話も出ましたが、以

前に計画策定をする段階で愛知県のオブザーバー委員さんをお招き

しておりました。立入をする中で、通常、人が訪問したときに、玄関

チャイムを鳴らして入っていくというくらい、玄関先に行くぐらい

までは許容の範囲だからいいのではないかというのは県の方からも

いただいておりますので、そういったことを参考にしていくのかな

というところでございます。 

（駒木会長） 

 ありがとうございました。他はいかがでしょうか。 

それでは、いろいろご意見ありがとうございました。また今後とも
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協議会で議論していきたいので引き続きよろしくお願いします。 

議題（６）特定空家の認定等については以上といたします。 

（７）意見交換・その他 

（駒木会長） 

それでは、議題（７）の意見交換、その他ですが、委員の皆さんか

ら何かございましたらお願いします。 

（山本委員）  

宅建協会として今豊川市と協定を結んで空家バンクを運営させて

いただいて、現状空家バンクを協会の支部で受けているというのは

東三河支部だけで、あとは全部本部で受けて本部がやっている宅建

サポートという会社に任せています。豊川市が宅建サポートと提携

してしまうと、宅建サポートは愛知県全部の業者ですから豊川市以

外の知らない業者が来て行うということもあります。豊川市は東三

河支部と提携していて、豊川市の業者がほとんど担当できるように

なっていて、少しでも空き家を減らそうという努力によって１０月

３０日現在で３件の成約に至っています。一つでてきたのが運営し

ていく段階で空き家という言葉で出していたので、会議の資料にあ

る空き家というというのが正論だと思うのですが、管理している管
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理会社がいるにも関わらず、借家が空いているから自分たちも出し

て欲しいという依頼で来たのは現状受けざるを得ない。大家さんか

ら借家が空いているので載せてくださいというのがございますので、

これらを受け入れてしまいますと膨大な量になってしまいまして、

他の不動産会社さんに依頼しているのに、空家バンクにも登録した

いとなると、本来の趣旨と違うかなという現状になってしまう。この

点は市の建築課と話し合って改良をしていこうかなという状況です。 

前回から宅建協会の会議に市の建築課に出席いただいて、空家バ

ンクの取り組みとか、補助金の現状というのを豊川市の業者にお話

いただいて、ここに情報が上がってくる前に、補助金とか使って活用

ができているので、ここに情報が出てくるのが全てではなく、宅建協

会として空き家が少しでも減らせるようにサポートをしていただい

ておりますので、今後とも空家バンクの会議に対しては豊川市の建

築課の皆さんも引き続き出席していただいて、新しい情報があれば

提供していただければ空家バンクを運営していく側としても非常に

助かりますのでよろしくお願いいたします。 

（駒木会長） 

ありがとうございます。事務局サイドから何かありますか？ 
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（事務局：建築課課長補佐） 

ありがとうございます。確かに、賃貸用に作られた戸建て空き家に

ついて、借りる人がいないということで登録されている案件もあり

まして協力不動産事業者さんにはいろいろご苦労をかけているなと

は感じております。本来の趣旨にそぐわないということもございま

すので、言われたとおり現時点では制度上受けざるを得ないという

ところもございますので、制度の見直しは図ってゆく必要があり、目

的に沿った形のバンク運営が出来ればと考えております。今後とも

よろしくお願いいたします。 

（駒木会長） 

切り分けの話は委員からも出ましたけど、他の市町村でもその辺

どのようにしていくのかも気になるところなのですが、是非これか

らも検討をよろしくお願いします。他はいかがでしょうか。 

無いようでしたら、本日の議題については以上といたします。その

他事務局から事務連絡などありましたらお願いします。 

（事務局：建築課主幹） 

 それでは二点ご案内させていただきます。 

次回協議会の開催ですが、平成３１年２月に予定しております。詳
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しい日程等につきましては１月に開催通知にてご案内させていいた

だきますのでよろしくお願いいたします。また、先ほど議題の中でお

話させていただきました来年の２月１６日開催の空家等対策セミナ

ー相談会についてのお願いでございます。相談の事前申し込みにつ

きまして、１月の広報に掲載をさせていただく予定でございます。そ

の後相談事案を振り分けますので、１月下旬頃には相談事案のご報

告、相談会の詳細のご報告をさせていただきますのでよろしくお願

いしたいと思います。 

事務局からの連絡は、以上でございます。 

（駒木会長） 

 それでは、議事進行のご協力ありがとうございました。そして今か

ら２年間委員の皆様、職員の皆さんと一緒に取り組んで参りたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、平成３０年度第１回豊川市空家等対策協議会

を終了します。 

 本日はありがとうございました。 


